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行財政改革を推進するための取組項目

担当部局 ページ

① 財政の健全性の維持・確保 財政局 1

② 事務事業の見直し 政策局、財政局 1

③ 税収等の適正な徴収 財政局 1

④ 新たな財源の確保 政策局、財政局 2

⑤ 公営企業等の健全経営
水道局、下水道河川局、
市場事業部、保健福祉局

2

⑥ 外郭団体の経営の適正化 総務局 3

① 予算編成過程の見える化の継続 政策局、財政局 3

② 新地方公会計制度を活用した財務書類の作成、公表 財政局 3

① 「岡山市公共施設等総合管理計画」と個別施設計画に基づく公共施設等マネジメントの推進 財政局 4

② 固定資産台帳の整備 財政局 4

③ 市が保有する未利用地等の売却及び利活用促進 財政局 4

④ 公共施設等の脱炭素化 環境局 4

① マイナンバーカードの取得促進と証明書のコンビニ交付等の利活用策の推進 総務局、財政局、市民協働局 5

② 書面・押印・対面を必要とする手続きの方法の見直しとオンライン化の推進 政策局 5

③ 使用料・手数料等の支払いにおけるキャッシュレス化の推進 政策局、会計管理室 5

④ 行政保有データのオープンデータ化とデータ活用の推進 政策局 6

⑤ アナログ的な規制の見直しとデジタル原則の推進 政策局 6

① AI、RPA等のデジタル技術の活用や、業務プロセス等の抜本的な見直し 市長公室、政策局 6

② 市民サービス窓口における業務プロセスと情報システムの標準化 政策局、市民協働局、北区役所 7

③ ペーパーレス化の推進や、オンライン会議の活用等のワークスタイルの見直し 政策局、総務局 7

① デジタル化の推進に向けた「岡山市情報化指針」の改定 政策局 8

② デジタル化の推進における適切な個人情報の取り扱いと情報システムの安全性の強化 政策局、総務局 8

① 簡素で効果的・効率的な組織づくり 総務局 9

② 定員管理の方針策定による適正な定員管理 総務局 9

① 研修の充実と活性化 総務局、政策局 9

② 人材育成とキャリア形成を念頭に置いた人事配置 総務局 10

３） 女性の活躍促進 ① 女性の登用 総務局 10

① 家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備 総務局 10

② 業務の効率化と多様で柔軟な働き方の推進 総務局 10

① 公共施設等における公民連携（ＰＰＰ）手法の活用 財政局 11

② 民間委託の推進と新たな連携手法の検討 政策局、岡山っ子育成局 11

２） 伝わりやすい市政情報の発信 ① 効果的な広報の推進 市長公室 12

３） 広聴機能の充実 ① 市民ニーズの的確な把握と市政運営への活用 市長公室、政策局 12

５　公民連携と
　　透明性の高い市政運営

１） ＰＰＰ（公民連携）手法の活用

４　組織力の向上

１） 適正な定員管理

２） 人材育成による職員の資質向上

４） 職員のワーク・ライフ・バランスの推進

２　公共施設等の
　　マネジメントの推進

１） 公共施設等マネジメント推進事業

３　行政のスマート化

２） ICTやBPR手法を活用した業務効率化

３） ICTガバナンスの推進

１） デジタル化による行政サービスの利便性向上

後期中期計画（行革プラン）に基づく施策の展開 取組項目

１　健全で持続可能な財政運営

１） 財政運営の健全性確保

２） 市民に分かりやすい財政情報の提供



施策１

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

→ → → →

年度ごとの取組取組項目

・公債費負担
の平準化

・予算編成にお
ける事業見直し
・事業点検の実
施（運用を見直
して実施）

・全事務事業の
自己点検の実施
・改革・改善案件
調査の実施

・次期４ヶ年計画
の策定

後期中期計画(行革プラン)に
基づく施策の展開

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

②事務事業
の見直し

・限られた財源を効率的・効果的に配分
し、各分野の重点施策を着実に実施する
ため、全ての事業について目的・効果を
検証し、コスト縮減や事業の廃止・再編な
ど適正化に取り組む。
・事業執行の効率化及び市民サービスの
維持・向上の効果も重視し、民間活力やＩ
ＣＴを活用した業務改革を積極的に進める
ことを支援する。

・収納率向上のため計画期間５年の滞納
整理計画を策定しており、令和３年度は
次期計画を策定する。
・口座振替、コンビニ収納等の推進により
滞納を未然に防止し、収納率の向上を図
る。

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

③税収等の
適正な徴収

a）口座振替、
コンビニ収納
等の推進によ
る滞納の未然
防止、収納率
向上（市税）
（国民健康保
険料、介護保
険料、保育料
等）

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

①財政の健
全性の維持・
確保

・財政健全化指標の健全性を維持する。
・基金残高を一定程度確保する。
・市債の借入抑制と公債費負担の平準化
を図る。

令和６年度の取組実績

・令和６年度の財政健全化指標は、政令指定都市
の中では引き続き上位を維持できる見通し。
・令和６年度末の財源調整のための基金の残高は
394億円と前年度末と同水準を確保。
・市債借入額は364億円ではあるが、合併推進債や
緊急防災・減災事業債などの交付税算入率の高い
市債を活用することで、実質的な市の負担額は160
億円と、財政負担を大幅に軽減した。

　各課が全ての事務事業を対象として事業の必要
性、有効性、効率性についてチェックを行った。
　検討の結果、行財政改革や業務改善にかかる新
たな事業・取り組みが約15件提案された。

・滞納整理４ヶ年
計画（R4～R7）
の実施

R5年度と比較し現年収納率は均衡した。
          　 R5        R6
　市税 　 99.4%  ⇒ 99.4%
※R5年度と比較し滞納繰越分を含めた全体収納率
は均衡した。
　 　      　R5       R6
  市税  　98.1%  ⇒ 98.1%

R5年度と比較し現年収納率（５料合計）は減少した。

　　　　　　R5       R6
　国保　　94.28%→93.96%
　介護　　99.81%→99.85%
　後期　　99.77%→99.74%
　保育等　99.59%→99.58%
　下水道負担金等　98.30%→98.27%
　５料合計　98.00%→97.94%

※R5年度と比較し滞納繰越分を含めた全体収納率
（５料合計）が向上した。

　　　　　  　　R5       R6
　５料合計　94.58%→95.12%

・滞納整理５ヶ年
計画（H29～R3）
の実施

→ → →

→ →
・次期計画に向
けた新たな方法
や枠組みの検討

施策１ 健全で持続可能な財政運営
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施策１

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

年度ごとの取組取組項目
後期中期計画(行革プラン)に

基づく施策の展開 令和６年度の取組実績

→ → → →

→ → → →

→ → → →

→

→ → →

・年次PDCA
チェック

→ → → ・R７年度の
PDCAチェック

・経営計画2016
後10年の検討

→ → → ・新規計画作成

→ → →

前期の評価
前期の評価を踏
まえた見直し

　公共施設を活用した収入確保策の実施を行った。
　ネーミングライツについては、新規の募集や契約
はなく、令和６年度末で２施設の実施である。
　また、駅地下道や駅連絡通路のデジタルサイネー
ジ等の市有財産に広告を掲載し、歳入確保を行っ
た。

　水道事業総合基本計画の実施計画であるアクショ
ンプラン後期編に基づき、水道施設・管路の計画的
更新と耐震化などを実施した。
　また、瀬戸地区に給水している大内浄水場が施設
の老朽化のため更新が必要になったが、浄水場の
更新より安価で安定給水が可能な、岡山県広域水
道企業団からの受水に切り替えた。

 　岡山市下水道事業経営計画2016に定める施策ご
との方針である未普及対策、浸水対策、耐震・耐津
波対策、環境対策、また、経営資源（ひと・もの・か
ね）に関する施設管理（もの）、経営（かね）、管理体
制（ひと）に掲げる方針に沿って、各種取組を実施し
た。
　人口減少、国庫補助金の減少などの課題を踏ま
え、下水道使用料の見直しの必要性などの将来的
な投資・財源計画が把握可能な財政シミュレーショ
ンツールを用いて、次期経営計画（計画期間：R8～
R17）の策定に必要なシミュレーションを行った。

　岡山市卸売市場経営戦略の経営の基本方針及び
行動計画に基づき青果棟南荷積場の整備・市場開
放イベントやSNSを活用した情報発信事業を行っ
た。
　岡山市卸売市場経営戦略がR４～６年度で前期が
終了するため、令和６年度中に場内事業者とともに
達成状況を評価した。

・経営展望の実
行

・経営戦略の策
定

・アクションプラ
ン後期編（R4～
R8）の策定

・アクションプラ
ン後期編（R4～
R8）の開始

・経営計画2016
（中間見直し後）

・総括・検証

・寄附活動
（寄附活動の内
容を見直して実
施）

・岡山市の地方創生事業に賛同する企業
からの寄附を募り、新たな財源を確保す
る。
・営業による寄附企業の新規開拓、寄附
実績のある企業への継続寄附依頼、民間
企業とのマッチング会への参加等を実施
する。

・寄附募集事業
の見直し

・アクションプラ
ン後期編の年次
評価

・アクションプラ
ン後期編の年次
及び中間評価

　市単独では、企業版ふるさと納税を通じた寄附に
ついてアプローチ可能な企業数に限りがあることか
ら、令和４年度より民間事業者のノウハウ及び基盤
を活用し、寄附件数を増やすための委託事業を実
施している。
また、市でも過去寄附のあった企業に継続的に寄附
を呼びかけている。
令和６年度は18社から1,120万円の寄附があった。
（内訳：新規企業12社、寄附継続企業６社）

・アクションプラ
ン前期編（H29～
R3)の見通し

・アクションプラ
ン前期編（H29～
R3)の検証

・公共施設等に
おける広告事業
の推進及び状況
把握

・経営戦略の実
行

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

④新たな財
源の確保

・平成２３年度に策定した「成熟した岡山
市中央卸売市場戦略的経営展望」を踏ま
え、中期的な経営戦略を令和３年度まで
に策定し、経営基盤の強化に取り組む。

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

④新たな財
源の確保

ｂ）ネーミングラ
イツ導入等、公
共施設を活用
した収入確保
策の実施

・公共施設へのネーミングライツの導入等
により新たな財源を確保し、市民サービス
の向上及び地域経済の活性化へつなげ
る。

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

⑤公営企業
等の健全経
営

b）岡山市下水
道事業経営計
画2016の着実
な実行

・将来の人口減少が予想される中で、財
政面、人的面での制約が厳しくなる一方、
インフラ更新需要の大幅な増加等の条件
に柔軟に対応し、投資と財源のバランス
に考慮しながら、下水道事業を持続可能
に運営する。
・次期１０年の計画策定に向け、作業を開
始する。

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

⑤公営企業
等の健全経
営

a）岡山市水道
事業総合基本
計画の着実な
実行

・水需要の減少傾向等により厳しい経営
環境が続く中でも老朽化した水道管・水道
施設の更新・耐震化事業を着実に推進
し、加えて近年頻発する自然災害対策に
も力を注ぎ、水道施設の強靭化を目指
す。これら取組の実現に向け、経営改革
を進め、経営基盤の確立を図り、持続可
能な水道事業の運営を行う。

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

⑤公営企業
等の健全経
営

c）岡山市市場
事業経営展望
の着実な実行
と経営戦略の
策定・実行

a）地方創生応
援税制（企業
版ふるさと納
税）推進
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施策１

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

年度ごとの取組取組項目
後期中期計画(行革プラン)に

基づく施策の展開 令和６年度の取組実績

→ → →

→ → →

→ → → →

→ → → →

→ → → →・統一的な基
準による財務
書類を作成・公
表

・新地方公会計制度による財務書類等を作成し、市
ホームページで公開。
・新地方公会計制度による財務書類等を基にした政
令市比較表を作成し、「岡山市の財政状況」にて公
表。

　第３期中期目標期間（令和４年度～令和７年度）２
年目となる令和５年度の業務実績に関する評価を
実施し、全体評価としては「全体として中期計画の実
現に向けて概ね計画どおり進んでいる」とした。

・第2期中期計画
の実施

　中期経営計画の取組状況について各団体ごとに
市が評価を行い、「令和５年度　中期経営計画取組
状況評価シート」を市ＨＰで公表した。対象となる14
団体について、団体所管課に対して取り組み内容や
団体への関与についてヒアリングを実施した。
　なお、深刻な財政的問題を抱えている団体はない
と認識している。

・中期経営計画
の策定状況の確
認

・第4期中期計画
の策定

・新年度の予算編成を後期中期計画に即して行うと
ともに、その内容を予算編成過程の見える化として
継続して公表。
・事務事業別予算（案）査定状況一覧等について、
局・課別の予算の状況がわかりやすくなるように、機
構順で記載。

・重点施策推進
と財政健全性確
保の両立

・当初予算編成
において編成過
程の見える化を
継続実施

・第3期中期計画
の策定

・第3期中期計画
の実施

１　健全で持
続可能な財政
運営

２）市民に分
かりやすい財
政情報の提
供

②新地方公
会計制度を
活用した財務
書類の作成、
公表

・新地方公会計制度を活用した統一的な
基準による財務書類を作成し、類似団体
との比較や財政状況の分析等、市民に分
かりやすく、活用できる財政情報を提供す
る。

１　健全で持
続可能な財政
運営

２）市民に分
かりやすい財
政情報の提
供

①予算編成
過程の見える
化の継続

・後期中期計画に即した重点施策推進と
財政健全性確保の両立を踏まえた予算
編成方針を策定する。
・当初予算案の編成において、財政の透
明性を向上させ、市政への関心をより一
層高めるため、予算要求額等を公表し、
編成過程の見える化を実施する。

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

⑥外郭団体
の経営の適
正化

a）岡山市外郭
団体改革方針
（総論）の着実
な実行

・岡山市外郭団体改革方針（総論）に基づ
き、各外郭団体がそれぞれの役割を発揮
し、自主的な運営を促すよう策定を求めた
中期経営計画の策定状況を確認するとと
もに、同計画に基づいた経営の適正化に
向けた具体的な取組を促進する。

・中期経営計画
の取組の進捗管
理をヒアリング
等で確認

１　健全で持
続可能な財政
運営

１）財政運営
の健全性確
保

⑤公営企業
等の健全経
営

d）地方独立行
政法人岡山市
立総合医療セ
ンター中期目
標に基づく中
期計画の着実
な実行

・地方独立行政法人化のメリットをいかし
ながら経営改革に取り組むため、地方独
立行政法人岡山市立総合医療センター中
期目標に基づき定められた中期計画の着
実な実行を求める。
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施策２

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

→ → → →

→

→ → → →

→ → → →

→ →

→ →

・一般競争入札による市有未利用地の売却【令和６
年度売却額294,238千円(５件)】
・未利用地等の総点検を実施し、庁内所管課に状況
把握及び売却方針を周知した。

・未利用地の
一般競争入札
による売却の
実施

　市有施設への太陽光発電設備や省エネルギー設
備・機器の率先導入の推進
・太陽光発電設備　133施設（R6末時点）
・公用車への次世代自動車の導入（R6末時点）
　電気自動車等　49台
　燃料電池自動車　１台

取組項目 年度ごとの取組 令和６年度の取組実績

・総延べ床面積は、前年度に比べやや減少してい
る。これは岡南環境センターの建て替えによる一時
的な減少である。

・公共施設等
マネジメントの
推進

　令和５年度分の固定資産台帳を整備し、ホーム
ページに公開した。

・固定資産台
帳の更新及び
HPでの公表

・太陽光発電設
備の導入

・LED照明の導
入

・脱炭素社会の実現に向けた市役所の率
先行動として、LED照明や太陽光発電設
備の積極的な導入による「省エネルギー
の推進」及び「再生可能エネルギーの導
入拡大」を図ることで、エネルギー効率の
高い公共施設を目指す。

２　公共施設
等のマネジメ
ントの推進

１）公共施設
等マネジメン
ト推進事業

④公共施設
等の脱炭素
化

後期中期計画（行革プラン）に
基づく施策の展開

２　公共施設
等のマネジメ
ントの推進

１）公共施設
等マネジメン
ト推進事業

①「岡山市公
共施設等総
合管理計画」
と個別施設計
画に基づく公
共施設等マ
ネジメントの
推進

２　公共施設
等のマネジメ
ントの推進

１）公共施設
等マネジメン
ト推進事業

③市が保有
する未利用
地等の売却
及び利活用
促進

・岡山市公共
施設等総合管
理計画の改訂

・市有未利用地等は、売却を基本とし、手
法は一般競争入札とする。未利用地の売
却までの間の維持管理費用削減と資産の
有効活用の観点から、民間による利用の
促進について積極的に取組む。

・市全体の資産を網羅的に把握するため
に固定資産台帳を毎年度更新し、マネジ
メントツールとして活用する。

２　公共施設
等のマネジメ
ントの推進

１）公共施設
等マネジメン
ト推進事業

②固定資産
台帳の整備

・公共施設等の適正な管理、計画的・効
率的な修繕・更新等を行い、安全性の確
保と財政負担の平準化を図り、必要な市
民サービスを持続的に提供していくため、
各施設の個別施設計画を策定後、岡山市
公共施設等総合管理計画の改訂を行う。
・岡山市公共施設等総合管理計画に基づ
き、市民の利便性を確保しつつ、施設の
複合化・多機能化や総量の適正化等を進
め、更なる公共施設等マネジメントの推進
を図る。

施策２ 公共施設等のマネジメントの推進
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施策３

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

・臨時交付セン
ターの開設

→ → → →

・休日開庁の拡
充

→ → → →

・予約システム
の導入

→ → → →

・申請サポート
窓口の開設

→ → → →

・国が示す２８
手続き以外に
ついて方針を
示す

・方針に沿って
順次導入

→ → →

岡山市電子申
請サービスの

機能拡充

→

・次期内部管理
システムでの収
納検討

→ 次期内部管理シ
ステムでの収納
システム構築中

→

取組項目 年度ごとの取組 令和６年度の取組実績

・交付開始から令和６年度末までの累積交付枚数
603,846枚（保有率77.9％）
・令和６年12月の保険証新規発行終了及びマイナ
保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、カード
申請・受取が困難な市民への申請支援のため、個
人宅や福祉施設等への出張申請受付とカードの郵
送交付を実施した。
・商業施設や公共施設等に臨時申請受付窓口を設
置。
・郵便局での申請サポートを実施。

・R7.2月～らくらく窓口証明書交付サービスを４区役
所で順次開始した。
・住基関係証明・印鑑証明のコンビニ交付率
32.0％、所得証明のコンビニ交付率21.4％
・目標値を大幅に上回った。

　機能追加（予約機能・LINE連携・電子収納）し、予
約や支払もできるようにした。

　市有施設のオンライン予約で、クレジットカードな
どの電子決済ができるシステムを構築した。

・R7.2らくらく窓
口証明書交付
サービス開始

・施設使用料検
討

・ぴったりサー
ビスの利用拡
大を検討

・交付手数料
引き下げ

・国が示す２８
手続きのぴっ
たりサービス
対応

・市民保険年
金課等の一部
手続きを試行
的実施

・インターネットを利用した市民の申請及
び届出の受付その他事務処理手続きに
係る電子申請の利用促進を図る。
・市民保険年金課の窓口等において、令
和３年秋ごろを目途に一部の手続きのオ
ンライン化を（試行的に）実施する。
・ぴったりサービスを活用する国が推進す
る手続きについては令和４年度までにす
べての取り組みのオンライン化を目指
す。それ以外の手続きについては令和３
年度中にｇBizIDとの連携なども考慮し推
進方針を示す。

（※ぴったりサービス：内閣府が運営する、各
自治体が提供の行政サービスを検索したり、
オンライン申請できるサービスの総称。
※ｇBizID：経済産業省が運営する法人共通
認証基盤。）

後期中期計画（行革プラン）に
基づく施策の展開

３　行政のス
マート化

１）デジタル
化による行政
サービスの利
便性向上

①マイナン
バーカードの
取得促進と証
明書のコンビ
ニ交付等の
利活用策の
推進

a）マイナン
バーカードの
普及

・マイナンバーカードは、行政サービスの
デジタル化のための本人確認手段として
活用されている。
・交付窓口の拡充や申請サポートの実施
等を行い、ほとんどの住民がマイナン
バーカードを保有するよう、さらなるカード
の普及を図る。

３　行政のス
マート化

１）デジタル
化による行政
サービスの利
便性向上

①マイナン
バーカードの
取得促進と証
明書のコンビ
ニ交付等の
利活用策の
推進

b）マイナン
バーカードを
利用した証明
書のコンビニ
交付

・コンビニエンスストアで交付可能な証明
書の内、交付数の多い住民票の写しと印
鑑登録証明書及び所得証明書の交付率
の向上を目指す。
・令和３年９月からは、コンビニエンススト
アでの交付について、交付手数料を引き
下げることによる利用促進を図る。

３　行政のス
マート化

１）デジタル
化による行政
サービスの利
便性向上

②書面・押
印・対面を必
要とする手続
きの方法の
見直しとオン
ライン化の推
進

３　行政のス
マート化

１）デジタル
化による行政
サービスの利
便性向上

③使用料・手
数料等の支
払いにおける
キャッシュレ
ス化の推進

a）キャッシュレ
ス収納サービ
スの導入

・証明手数料拡
充（ｸﾚｼﾞｯﾄ決
済、電子ﾏﾈｰ決
済）

b）行政手続き
のオンライン利
用促進

・市の収納をキャッシュレス化することに
より、多様な支払方法の選択による利便
性の向上と、現金処理コスト削減による
事務の生産性の向上に取り組む。

電子申請サービ
スにオンライン
収納機能を追加

次期施設予約シ
ステムでの収納
システム構築中

電子申請サービ
スでオンライン
収納を開始

施設予約サービ
スでオンライン
収納を開始

施策３ 行政のスマート化
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施策３

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

取組項目 年度ごとの取組 令和６年度の取組実績
後期中期計画（行革プラン）に

基づく施策の展開

→ → → →

→ → → →

→

→

→ → →

・運用ルールの
整理

→

・導入可能業務
の全量調査・導
入計画

・計画に沿って
業務担当課での
導入

→ → →

ノーコードツー
ル（kintone）の
導入・庁内への
普及

→ → →

・オープンデータ
公開を促進

・オープンデータ
ラウンドテーブ
ルへの参加

・5件のデータを新規公開した。
・自治体標準オープンデータセットの未公開データ
セットの公開を検討した。
・オープンデータラウンドテーブルに参加し、関係団
体、総務省や中国地方の5県2市と意見交換を行っ
た。

　見直し対象の8分野について、全庁的に、進捗状
況調査を実施。なんらかの見直しを要する箇所550
件中、令和６年10月末時点で414件が見直し完了、
136件が見直し予定であった。

応答件数：19,870件

　BPRツールを活用している課の（課で３案件以上
活用）の数は、32課であった。
また利用課の数は、約90課に上った。

・導入(9月～） ・運用管理 ・運用管理 ・運用管理

・可能な限り、積極的にデータを公開す
る。
・機械判読可能な形式で公開する。
・企業、地域住民等の活動に資する人流
データなど営利目的、非営利目的を問わ
ず利用できるデータを公開する。
・取組可能なデータから速やかに公開等
の具体的な取組に着手する。

３　行政のス
マート化

３　行政のス
マート化

２）ICTやBPR
手法を活用し
た業務効率
化

・一部業務への
試験導入

・情報部門によ
るサポート

１）デジタル
化による行政
サービスの利
便性向上

２）ICTやBPR
手法を活用し
た業務効率
化

①AI、RPA等
のデジタル技
術の活用や、
業務プロセス
等の抜本的
な見直し

b）RPA導入に
よる業務効率
化

３　行政のス
マート化

１）デジタル
化による行政
サービスの利
便性向上

⑤アナログ的
な規制の見
直しとデジタ
ル原則の推
進

a）アナログ規
制の点検と見
直し

④行政保有
データのオー
プンデータ化
とデータ活用
の推進

a）本市が保有
するデータの
オープンデー
タ化の推進

３　行政のス
マート化

・運用管理
・評価
・次期の検討・
見直し

・目視規制や書面掲示規制など8つの見
直し対象分野について、国が示す規制見
直し対象の法令に準じて規制している市
条例等を点検する。
・8つの見直し対象分野について市独自で
規制している市条例等についても点検す
る。
・洗い出されたアナログ規制について条
例改正等を進め、デジタル社会実現の環
境を整備する。

・令和3年度までの試験導入期間を終え、
本格的な普及を図る。
・個々の職員が業務効率化のツールとし
てRPAを活用できるよう運用・環境面を整
え、研修等により意識の醸成を図るととも
に、技術習得を進める。
・業務の効率化等により、職員が個別相
談業務や政策の企画立案などに注力し、
よりきめ細やかな市民サービスを提供す
る。

・市の膨大な情報の中から必要な情報を
いつでも案内できるAIチャットボットの導
入により、市民サービスの向上を図り、窓
口対応時間の削減による働き方改革の
一端を担う。

①AI、RPA等
のデジタル技
術の活用や、
業務プロセス
等の抜本的
な見直し

a）AIを活用し
た問合せ応答
業務の自動化

・全庁調査
・文書類改正
・運用見直し

・文書類改正
・運用見直し

・全庁調査結
果に基づく進
行管理
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施策３

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

取組項目 年度ごとの取組 令和６年度の取組実績
後期中期計画（行革プラン）に

基づく施策の展開

→ →

・係長級以下職
員へのBPR研修
の実施

→ → →

・進捗管理 → → →

・電子決裁活用
の推進

→ → → →

・研修実施 → → → →

・電子決裁率が全決裁の３分の１を超えた。
・令和７年９月稼働の新文書管理システムは、電子
決裁を推進することでペーパーレス化について職員
に周知するために、電子化ルールを示した電子化
マップ・システム運用方針の案を作成。

・岡山市標準化
システム移行計
画策定

・全庁的に業務プロセスの見直しを推進し、R6年度
は約120,000時間、約970,000枚の削減効果が見ら
れた。
・RPAやkintoneの活用を検討する課・職員に対する
BPR相談・支援、BPRの認知度・意識の向上を目的
とした職員研修、デジタル活用好事例の庁内紹介
等を行い、市民サービス向上と業務効率化に資す
る各課取組を推進した。

・R7.2～らくらく窓口証明書交付サービスを４区役所
で順次開始した。
・戸籍関係証明・住基関係証明・印鑑証明のオンラ
イン請求・コンビニ交付・らくらく窓口・自動交付機交
付率27.0％
・市民サービス向上を図るため、北区役所で窓口支
援システムを導入し、「書かない」窓口を実現した。

・ガバメントクラウド利用が可能となるように、回線
の敷設、ガバメントクラウド環境整備などを実施し利
用が可能となった。
・標準化可能なシステムの構築を順次進めて行き、
システム間のデータ連携等にかかる調整作業を実
施した。

a）文書管理シ
ステムでの電
子決裁機能の
活用

・R7.2北区役所
でスマート窓口
一部稼働開始

・おくやみコー
ナー設置

・全庁業務量調
査の実施

・オンライン申請
サービスの導入

・BPR研修の実
施

・引越しOSS開
始

・添付文書を容易に電子文書にすること
が困難かつ、当該文書が意思決定の重
要な要素である場合又は、法令等で規定
されている様式や独自の様式で起案する
ことが合理的な場合以外は、文書管理シ
ステムにより電子的に起案することを徹
底する。
・保存文書の検索性及び廃棄効率の向
上を図る。
・ペーパーレス化によりコピー用紙、通し
料等の経費の縮減を図る。

・行政サービスのフロント部分だけでなく、
バックオフィスも含めたエンドツーエンドの
業務改革を進めるため、BPRのノウハウ
を庁内に普及させる。
・働き方の多様化や人材の希少化が進む
中、全庁的なBPRを実施することにより、
AI/RPAで処理するもの、ジョブ型職員が
担うもの、民間委託を行うものなどに市役
所業務を切り分け、最適な執行体制を構
築する。

・全庁的なBPR
の推進

３　行政のス
マート化

２）ICTやBPR
手法を活用し
た業務効率
化

②市民サー
ビス窓口にお
ける業務プロ
セスと情報シ
ステムの標準
化

b）基幹系シス
テムの標準化

・国が示す20業務の標準仕様とスケ
ジュールに沿って情報システムを標準化
し、行政の効率化等を進める。

（※20業務とは、住民記録、固定資産税、個
人市民税、法人住民税、軽自動車税、選挙人
名簿管理、国民健康保険、国民年金、介護保
険、障害者福祉、生活保護、児童手当、後期
高齢者医療、健康管理、児童扶養手当、就学
に係る学齢簿作成・就学援助認定等、子ど
も・子育て支援、戸籍、戸籍附票、印鑑登
録。）

・所属長向け
BPR研修の実施
・BPMN研修

・所属長等向け
BPR研修の実施

３　行政のス
マート化

２）ICTやBPR
手法を活用し
た業務効率
化

③ペーパーレ
ス化の推進
や、オンライ
ン会議の活
用等のワーク
スタイルの見
直し

３　行政のス
マート化

２）ICTやBPR
手法を活用し
た業務効率
化

②市民サー
ビス窓口にお
ける業務プロ
セスと情報シ
ステムの標準
化

a）区役所窓口
のスマート化
事業

・区役所窓口業務改善として、お待たせし
ない窓口とともに来庁不要の手続きの普
及を目指し、混雑緩和、新型コロナ対策
の観点から、コンビニ交付サービスの一
層の普及、オンライン申請の導入などに
より、窓口以外での証明書交付率の向上
を図る。
・来庁者の減少に伴う対面窓口の充実化
を図ることにより、必要なサービスを的確
に提供する。

３　行政のス
マート化

２）ICTやBPR
手法を活用し
た業務効率
化

①AI、RPA等
のデジタル技
術の活用や、
業務プロセス
等の抜本的
な見直し

c）BPR手法の
普及と活用

7/12



施策３

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

取組項目 年度ごとの取組 令和６年度の取組実績
後期中期計画（行革プラン）に

基づく施策の展開

→ → →

→ → →

→ → →

・情報セキュリ
ティ向上の推進

→ → → →

→

・モバイル端末の導入、無線LANの敷設など、より
職員が利用しやすい環境を整備した。

・岡山市DX推進計画工程表改定
・デジタル人材育成方針に基づいた研修の実施

・Web会議サービス利用におけるセキュリティ対策に
関する規程の見直し
・情報セキュリティ監査の実施
・災害時でも可能な限り業務継続できるよう、データ
センターへ移行した機器類の運用管理を行った。

・国の制度改正
（改正法施行）ス
ケジュールに合
わせて個人情報
保護条例及び
関連規則等の
改正

・新庁舎を想定した効率的な執務環境の
技術的検証のため、ICTの利活用等によ
る働き方改革を推進する。
・会議室への大型モニタの設置により、会
議等でのペーパーレス化を推進する。
・庁内LANの無線化とモバイル端末の活
用により、各会議室等に設置されたアク
セスポイントから情報基盤にアクセスし、
ペーパーレス会議やWEB会議などを行う
ことが可能な環境の整備とその技術的検
証を行う。

・国の制度改正
にともなう個人
情報保護条例
及び関連規則
等の改正の検
討

・岡山市DX推進
計画公開

・岡山市DX推進
計画に基づく取
組みの推進

・会議室への大
型モニタの設
置・運用

・庁内LAN無線
化とモバイル端
末の導入・技術
的検証

・岡山市DX推進
計画（仮称）検
討・策定

・本庁舎の一部
で無線ネット
ワーク機器の構
築・整備を実施

・モバイル端末
の設備とルール
整備を実施

３　行政のス
マート化

３）ICTガバナ
ンスの推進

②デジタル化
の推進にお
ける適切な個
人情報の取り
扱いと情報シ
ステムの安全
性の強化

・システム導入・更新時に、データセン
ターの利用、仮想化による情報資源の集
中化、共通基盤化によるシステム機能や
データの標準化、統合、集中管理等によ
り、災害に強いシステムを導入する。
・セキュリティ対策に必要な情報の庁内へ
の周知、情報システムに対する監査の実
施、情報セキュリティポリシーの改定など
により、庁内の情報セキュリティ向上を推
進する。
・市保有データの利活用(個人情報非識
別化)等に向けた制度の整備を行う。

・上位計画である第六次総合計画後期中
期計画や国の自治体DX推進計画等を踏
まえ、行政サービスの利便性向上と業務
効率化推進のため、岡山市DX推進計画
の策定を行う。

３　行政のス
マート化

３）ICTガバナ
ンスの推進

①デジタル化
の推進に向
けた「岡山市
情報化指針」
の改定

③ペーパーレ
ス化の推進
や、オンライ
ン会議の活
用等のワーク
スタイルの見
直し

c）働き方改革
環境整備事業
（会議等の
ペーパーレス・
オンライン対応
とモバイル
ワーク対応の
推進）

３　行政のス
マート化

２）ICTやBPR
手法を活用し
た業務効率
化
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施策４

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

→ → → →

→ → →

・各種研修等の
実施

→ → → →

・意識改革eラー
ニング

→ → → →

・ITパスポート研
修

→ → → →

・中間リーダー
啓発

→ → → →

年度ごとの取組 令和６年度の取組実績

　令和７年４月１日付け機構改正において、政策の
効果的、効率的な実施の視点から、組織の肥大化
を抑制しながら、市民にとってよりわかりやすく、職
員にとってより仕事のしやすいものとなるよう組織の
整備・再編を行った。
（主な改正内容）
・スポーツ文化局の新設
・市民生活局の廃止と市民協働局の再編
・議会局の設置
・保健福祉局に健康衛生部を新設

・定員管理の方針に基づき、人事配置の適正化に
取り組んだ。
・地方公務員法改正に伴う段階的な定年年齢の引
上げに合わせ、令和５年４月１日付で定員管理の方
針（令和３～７年度）を一部改訂したことに伴い、職
員数の目安を修正。
（参考）
・R5.4.1現在職員数8,474人
・R6.4.1現在職員数8,525人
・R7.4.1現在職員数8,568人

・簡素で効果的・
効率的な組織づ
くりを行う

取組項目

【R6年度研修実績等】
・基本研修　15回　1,558人参加
　　有意義と回答した割合　96.4％
・課題研修　　８回　356人参加
　　有意義と回答した割合　93.2 ％
・キャリア形成支援研修
　　　　　　　 　　４回　107人参加
　　有意義と回答した割合  97.4％
・職場内研修活性化支援研修
            　　 　６回　694人参加
　  有意義と回答した割合　97.5％
・派遣研修　  ７団体　356人参加
【デジタル人材育成方針に基づいた研修の実施】
・コア人材研修　11回　延べ280人参加
・デジタルリテラシー研修　34回　延べ6477人参加
・マインドセット研修　７回　713人参加

・R3～R7年度定
員管理の方針に
沿って適正な定
員管理を行う

・定年年齢の引
上げに合わせ、
で定員管理の方
針を一部改訂②定員管理

の方針策定
による適正な
定員管理

・定員管理の方針（令和３年度～令和７年
度）に基づき、中長期的な職員数抑制の
方向を維持した上で、行政の合理化・効
率化を図りながら、施策の重要度・優先度
等を勘案したメリハリのある人員配置を行
うとともに、専門職・技術職を含めた多様
な人材を採用し、適切に配置することによ
り、組織力の向上に取り組む。

後期中期計画(行革プラン)に
基づく施策の展開

４　組織力の
向上

１）適正な定
員管理

①簡素で効
果的・効率的
な組織づくり

・スクラップ・アンド・ビルドの考え方を基本
とし、必要な組織体制の整備を行いなが
ら、業務の集約化等により組織の肥大化
を抑制し、より簡素で効率的・効果的な組
織づくりを進める。

４　組織力の
向上

１）適正な定
員管理

４　組織力の
向上

２）人材育成
による職員の
資質向上

①研修の充
実と活性化

・職員研修の充実により、政策形成能力
や課題解決能力等の向上を図る。
・ITやシステムについての理解を深める基
礎的研修を事務職・技術職を必須として
全職員を対象に実施し、職員全体のレベ
ルアップを図る。情報担当部局以外の職
員が、担当業務においてICTを活用した付
加価値を創造できる水準を目指す。
・キャリア形成支援により職員のモチベー
ションを高め組織の活性化につなげる。
・目標取組制度の導入等により、ＯＪＴ（職
場内研修）を活性化させ、職員の主体性・
積極性等を伸ばし、上司のマネジメント力
等の向上を図る。

施策４ 組織力の向上
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施策４

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

年度ごとの取組 令和６年度の取組実績取組項目
後期中期計画(行革プラン)に

基づく施策の展開

→ → → →

→ → → →

→ → → →

→ → → →

　人事異動により配置換えとなった課長級以上の職
員及び新たに課長級となった職員によるイクボス宣
言を実施し、ワークライフバランスの実現に向けた
取り組みを推進。

・人事異動により配置換えとなった課長級以上の職
員及び新たに課長級となった職員によるイクボス宣
言を実施し、イクボスの取り組みとして、業務の適正
な分担と進行管理、業務改善や事務処理体制の見
直し等を進めた。
・テレワーク、勤務時間の割振りなど柔軟な働き方
の提供に取り組んだ。
・７月及び８月の２カ月間、ワークライフバランス推
進強化月間を実施し、定時退庁や休暇の計画取得
等を呼びかけた。

・R3～R7年度特
定事業主行動計
画に沿って、業
務の効率化と多
様で柔軟な働き
方の推進に取り
組む

・R3～R7年度特
定事業主行動計
画に沿って家
事、育児や介護
をしながら活躍
できる職場環境
の整備

・岡山市特定事業主行動計画（令和３年
度～令和７年度）に基づき、女性職員が
意欲と能力を最大限発揮できる環境整備
や、性別にとらわれない適材適所の人事
配置や研修等によるキャリア形成支援を
行い、引き続き女性の登用に取り組む。

４　組織力の
向上

　人事異動において、若手職員や女性職員の早め
の異動、専門性を必要とする部門の長めの人事
ローテーションなどに取り組んだ。

・岡山市特定事業主行動計画に基づき、性別にとら
われない適材適所の人事配置や育児休業がキャリ
ア形成（昇任等）に影響しない人事管理等に取り組
んだ。
・メンター制度、キャリア形成支援のための研修を実
施した。
【R6年度実施研修】
　キャリアデザイン研修Ⅰ（対象30歳）
　キャリアデザイン研修Ⅱ（対象40歳）
　メンター制度キックオフ研修
　メンター制度振り返り研修

・人材育成とキャ
リア形成を念頭
に置いた人事配
置を行う

・R3～R7年度特
定事業主行動計
画に沿って女性
の登用に取り組
む

４　組織力の
向上

４）職員の
ワーク・ライ
フ・バランス
の推進

②業務の効
率化と多様で
柔軟な働き方
の推進

・業務の適正な分担と進行管理、事務処
理体制の見直し、職員一人ひとりが担当
業務の簡素化・効率化に向けた業務改善
等を行うことにより、時間外勤務の縮減や
休暇の取得を促進する。
・多様で柔軟な働き方の実現のため、テレ
ワークや早出遅出勤務制度の利用を促
進する。

４　組織力の
向上

４）職員の
ワーク・ライ
フ・バランス
の推進

①家事、育児
や介護をしな
がら活躍でき
る職場環境
の整備

・仕事と家事、子育て、介護等の両立に資
する制度を周知し、制度の利用を促すこと
で、男性の家庭生活への参加を進めると
ともに、育児休業等を取得しやすい環境
の整備を行う。

３）女性の活
躍促進

①女性の登
用

４　組織力の
向上

２）人材育成
による職員の
資質向上

・若手職員が複数の分野を経験できる早
めの人事ローテーション、女性職員の出
産・育児期とその前後の柔軟な人事異
動、専門性習得のための人事配置等によ
り、職員の能力向上とキャリア形成を促進
する。

②人材育成と
キャリア形成
を念頭に置い
た人事配置
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施策５

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７

→ → → →

→ → → →

→ → → →

→ → → →

・令和10年開園のこども園１園の事業者募集を行っ
た。（幼稚園１園、保育園１園）
・令和７年開園予定の２園を計画通り開園まで導け
た。

・民間移管の推
進（説明会・事業
者募集）

・個別施設計画
の改訂

令和６年度の取組実績

・R６年度は３件（３施設）の（指定管理者の）公募を
実施した。
・「岡山ＰＰＰ交流広場」を令和７年２月４日に開催
し、外部講師により公共施設におけるLED化更新事
業に関する行政課題及び、その対応策となり得る事
業手法についての講演を実施した。

・セミナー・研
修会の開催

・公民連携手法
の研究

・民間委託状況
の把握

　既存の給食施設の老朽化等に対応するため、PFI
手法により実施する新岡山学校給食センター（仮
称）整備運営事業について、R6年度は事業契約を
交わし施設の設計を実施した。

・民間委託等の公民連携（ＰＰＰ）手法を研
究し、最適な民間活力の活用を進める。
・歳出の効率化を図るため、行政サービス
のアウトソーシングが推奨されている業務
について、民間委託の推進状況を把握す
る。

a）民間委託の
推進

５　公民連携
と透明性の高
い市政運営

１）ＰＰＰ（公
民連携）手法
の活用

②民間委託
の推進と新た
な連携手法
の検討

５　公民連携
と透明性の高
い市政運営

１）ＰＰＰ（公
民連携）手法
の活用

②民間委託
の推進と新た
な連携手法
の検討

b）公立幼稚
園・保育所の
適正配置のた
めの民営化の
推進

・厳しい財政状況下にあっても、将来にわ
たり安定的に良質な就学前教育・保育を
提供する。
・公として果たすべき役割を明確にしたう
えで「民でできることは民に任せる」ことを
基本とし、公立幼稚園、保育所の民営化
を進める。

後期中期計画（行革プラン）に
基づく施策の展開 取組項目 年度ごとの取組

５　公民連携
と透明性の高
い市政運営

１）ＰＰＰ（公
民連携）手法
の活用

①公共施設
等における公
民連携（ＰＰ
Ｐ）手法の活
用

・公共施設等のあり方については、指定
管理者制度、ＰＦＩ等の多様な公民連携（Ｐ
ＰＰ）手法の導入を検討する。
・市有施設の民間活用や民間施設を活用
した公共サービスの提供など多様な公民
連携を推進するための対話の場として開
設している岡山PPP交流広場等を通じ、
未利用地等の情報提供や民間活用アイ
デア募集等を行う。

施策５ 公民連携と透明性の高い市政運営
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施策５

＜施策＞ ＜展開＞ ＜項目名＞ （具体的取組） ＜概要＞ R３ R４ R５ R６ R７
令和６年度の取組実績

後期中期計画（行革プラン）に
基づく施策の展開 取組項目 年度ごとの取組

・適時・適切な市
政情報の発信

→ → → →

→ → → →

→ → → →

・ホームページの運営：アクセス数26,182,313
・ＳＮＳの運営：
Facebookのフォロワー数　1.1万
LINEの友達数　　　　　 ９万人
・広報紙の発行：
月290,000部以内×12カ月
（うち特集記事年６回）
・市政テレビ：
月３回×２局　月４回×１局
日３回(毎日)×１局
・市政ラジオの放送：
日１回(月～金）×１局　月２～３回×１局
・記者会見(25回)・記者発表(16回)、広報資料提供
(1727件）等パブリシティ活動の実施　等
・チャットボットFAQ数
1,548件

・文書要望（広報広聴課受付分）　54件
・市民団体等との懇談会　　13回
・市長と市民との懇談会　２回
・電話・Ｅメール・訪問等による要望・意見・苦情等
（広報広聴課受付分）　1,643件
・一般相談（区役所受付分）　798件
・弁護士による無料法律相談　1,058件

・要望・意見等の
受付

・市民意識調査
の実施

・市民意識調査
の実施

・市民意識調査
の実施

５　公民連携
と透明性の高
い市政運営

３）広聴機能
の充実

①市民ニー
ズの的確な
把握と市政運
営への活用

・様々な機会・手法を通じて、市民ニーズ
を的確に把握し、市政運営への活用を図
る。

・AIチャットボット
導入

５　公民連携
と透明性の高
い市政運営

２）伝わりや
すい市政情
報の発信

①効果的な
広報の推進

・広報紙やホームページ等の様々な手法
を用いた適時・適切な市政情報の提供に
努める。
・ＩＣＴの利活用をはじめ、伝え方の改善に
取り組み、わかりやすく伝わりやすい市政
情報を発信する。
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